
        社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会 

       ワーク＆ライフバランス実現 行動計画 

  

本会職員が自身の持つ能力を充分に発揮し、仕事と生活の調和を図り働きや

すい雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和７年 4月 1日～令和 12年 3月 31日までの５年間 

 

２．内  容 

 

【次世代育成支援対策推進法に基づく目標・対策】 

目標１：時間外労働の上限規制を厳守するとともに、時間外労働時間を一人 

平均月１０時間以内にする。 

〈対策〉 

 〇令和７年４月～取り組みの現状と課題の確認 

 〇令和７年５月～各部門の主任・管理者研修の実施と課題の共有 

 〇令和７年９月～時間外労働の現状を踏まえた業務推進体制の見直し 

 

目標２：年次有給休暇最低６日間の取得を１００％とし、年次有給休暇の平均

取得率を７０％以上にする。 

〈対策〉 

 〇令和７年４月～取り組みの現状と課題の確認 

 〇令和７年５月～各部門の主任・管理者研修の実施と課題の共有 

 〇令和８年４月～各部門の有給休暇取得状況を踏まえた取り組みの推進 

 

【女性活躍推進法に基づく目標・対策】 

目標３：男女ともに再雇用または中途採用等の積極的な登用をおこなうとと

もに、計画期間中における次世代を担う新卒者の採用等について、マ

ンパワー確保のための整備を図る。 

〈対策〉 

〇令和７年４月～取り組みの現状と対策の確認 

〇令和７年３月～採用計画の整備を図る 

〇令和７年 10月～新卒者・中途採用者試験の実施 

 



【次世代育成支援対策推進法に基づく目標・対策】 

目標４：子の看護休暇の見直し、所定外労働時間の対象拡大をするとともに職

員への周知と男性の子育て目的の休暇の取得促進を目指す。 

〈対策〉 

 〇令和７年４月～全職員への周知 

 〇令和７年５月～管理者会議において各部門の管理者に情報提供し、休暇取 

得を促進 

 〇令和８年３月～男性の看護休暇取得を把握し情報収集の実施 

 

 


